
 

狭山市における 

 建築基準法第４３条第２項第２号許可に関する包括同意基準 

 

第１ 法施行規則（以下「規則」という。）第１０条の３条第４項第２号の基準

に適合する建築物について 

１ 対象とする道については、一般の通行の用に供し、道路と同等の機能を有

するもので、次の（１）から（４）のいずれかに該当するものであること。 

（１） 土地改良事業による農道。 

（２） 河川等の管理用の道。 

（３） 法第４２条第１項第４号に掲げる事業計画の区域内の道。 

（４） 水路敷が道路状に整備された道。 

２ 特定行政庁の認定事項「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない  

 とみとめたもの」について 

 （１） 「交通上及び安全上」については、次のアからエによるものである

こと。 

   ア 当該道は、道路に通じる４メートル以上の幅員が確保されているも

の。 

   イ 将来にわたって安定的に維持管理されるもの。 

   ウ 敷地は、当該道に避難上有効に２メートル以上接しているもの。 

   エ 建築物の用途、規模等は、著しく交通量が増加しないもの。 

 （２） 「防火上及び衛生上」については、次のア及びイによるものである

こと。 

   ア 建築計画は、特定行政庁があらかじめ、法で定める防火及び衛生に

関する規定に適合することが確認でき、かつ、建築士法（昭和２５年

法律第２０２号）第３条から第３条の３までに規定する建築物の工事

は、それぞれ当該規定に基づき建築士が工事監理することが明確にな

っているもの。 

   イ 建築計画は、当該道を前面道路とみなして法第５２条の規定による

容積率制限及び法第５６条規定による道路斜線制限に適合したもの。 

 

第２ 規則第１０条の３第４項第３号の基準に適合する建築物について 

１ 「用途、規模、位置及び構造」については、次の（１）から（４）によ 

るものであること。 

（１） 「用途」は、原則として住宅とすること。 

（２） 「規模」は、２階建て程度とし周辺地域に配慮したもの。 

 



（３） 「位置」は、当該建築物の出入口が避難上有効に当該通路に通じる

よう計画されているもの。 

（４） 「構造」は、外壁を防火構造とし、軒裏の仕上げを不燃材料とした

もの。 

２ 「避難及び通行の安全等の目的を達成するために十分な幅員を有する通路」

については、平成１１年５月１日において現に存在する通路で、原則として

１．８メートル以上の幅員があるものであること。 

３ 特定行政庁の認定事項「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない 

 と認めたもの」について 

（１）「交通上及び安全上」については、当該通路が、次のアからウのいず

れかに該当し、将来にわって安定的に維持管理されるもので、敷地が

当該通路に避難上有効に２メートル以上接しているものであること。

ただし、イ及びウについては、４メートル以上に拡幅整備されるもの

であること。 

  ア 当該通路に面して、既に建築物が立ち並んでいる幅員４メートル以

上のもの。 

  イ 法第 6 条の規定に基づく建築確認処分する際、当該通路について、

当該許可規定が施行される前に、拡幅整備等の指導方針を明確にした

もので、その指導方針を今後も継続させることが必要であるもの。 

  ウ 当該通路を道路状に拡幅整備する旨、関係者全員の合意がされたも

の。 

（２）「防火上及び衛生上」については、次のア及びイによるものであるこ

と。 

  ア 特定行政庁があらかじめ、法で定める防火及び衛生に関する規定に

適合することが確認でき、かつ、建築士法第３条から第３条の３まで

に規定する建築物の工事は、それぞれ当該規定に基づき建築士が工事

監理することが明確になっているもの。 

  イ 建築計画は、当該道を前面道路とみなして法第５２条の規定による

容積率制限及び法第５６条の規定による道路斜線制限に適合するも

の。 

第３ 法第４３条第２項第２号の許可を受けた建築物の増改築等について 

  原則として、最終に受けた許可内容と大幅な変更がないものであること。 

 

平成３０年１０月３０日運用開始 

 


